
（郡山市歴史情報博物館条例の一部改正） 

第62条 郡山市歴史情報博物館条例（令和６年郡山市条例第21号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

  常設展観覧料   常設展観覧料 

  

区分 
観覧料 

個人 団体 

高校生、大学生及びこれらに

準ずる者 

１人１回につき170円 １人１回につき130円 

一般 １人１回につき350円 １人１回につき260円 
 

区分 
観覧料 

個人 団体 

高校生、大学生及びこれらに

準ずる者 

１人１回につき100円 １人１回につき70円 

一般 １人１回につき200円 １人１回につき150円 
 

 備考  備考 

  １ （略）   １ （略） 

 ２ 中学生（中学校（義務教育学校の後期課程を含む。）の生徒をいう

。）以下及び65歳以上の者は、無料とする。 

  ２ 65歳以上の者は、無料とする。 

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

  企画展観覧料   企画展観覧料 

区分 
観覧料 

個人 団体 

高校生、大学生及びこれらに準

ずる者 

１人１回につきそのつど市長が定める額 

一般 
 

区分 
観覧料 

個人 団体 

高校生、大学生及びこれらに準

ずる者 

１人１回につき 1,500円の範囲内でその

つど市長が定める額 

一般 
 

備考 （略） 備考 （略） 

    


